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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソールと、前記ソールの上側に配置されるアッパーと、前記ソールおよび前記アッパー
の少なくとも一方に固定されるとともに着地による衝撃で発生する振動を吸収する振動吸
収ユニットとを備え、
　前記振動吸収ユニットは、鉛直方向の剛性が水平方向の剛性よりも小さく構成され可撓
性を有する板状の支持部と、前記支持部に設けられた少なくとも１つの重量部とを備え、
　前記支持部は、前記重量部の周囲の少なくとも一部を取り囲み、前記ソール又はアッパ
ーに対して固定され、
　前記ソールは踵部分に設けられた収納空間を有し、
　前記振動吸収ユニットは、重量の異なる複数の前記重量部を有し、
前記振動吸収ユニットは、前記収納空間内に配置され、
　前記支持部は中央部分に周囲よりも剛性の低い低剛性領域を有し、前記複数の重量部は
、前記低剛性領域を挟んで前記支持部の両側に取り付けられる、履物。
【請求項２】
　ソールと、前記ソールの上側に配置されるアッパーと、前記ソールおよび前記アッパー
の少なくとも一方に取り付けられる振動吸収ユニットとを備え、
　前記振動吸収ユニットは、着地時の衝撃によって撓む板状の支持部および前記支持部に
取り付けられた重量部を備え、
　前記支持部は、鉛直方向の剛性が水平方向の剛性よりも小さく構成されるとともに、損
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失正接が２５℃、５０Ｈｚの条件下で０．０１以上である材料からなる、履物。
【請求項３】
　前記支持部の外縁全体が前記ソール又はアッパーへ固定されている、請求項１又は２に
記載の履物。
【請求項４】
　前記振動吸収ユニットは、前記支持部の外縁が間欠的に前記ソール又はアッパーへ固定
されている、請求項１又は２に記載の履物。
【請求項５】
　前記収納空間は、前記ソールの下面側に開口するように構成されている、請求項１に記
載の履物。
【請求項６】
　前記収納空間の開口は、保護板により閉塞されている、請求項１に記載の履物。
【請求項７】
　前記保護板は半透明である請求項６に記載の履物。
【請求項８】
　前記支持部は、全周にわたって前記収納空間の側壁に支持されている、請求項１に記載
の履物。
【請求項９】
　前記低剛性領域は、前記支持部に設けられた薄肉部で構成されている請求項１に記載の
履物。
【請求項１０】
　前記振動吸収ユニットは、前記支持部と重量部が同一材料により一体に構成され、前記
重量部は前記支持部よりも肉厚に構成されている、請求項１又は２に記載の履物。
【請求項１１】
　前記ソールは、上側ソールと前記上側ソールの下に配置される下側ソールとを含み、前
記支持部は、前記上側ソールと前記下側ソールとの間に挟持されるように支持される、請
求項１に記載の履物。
【請求項１２】
　前記ソールは、上側ソールと前記上側ソールの下に配置される下側ソールとを含み、前
記支持部は、前記上側ソール又は前記下側ソールと同一材料により一体に構成されている
、請求項１に記載の履物。
【請求項１３】
　前記ソールは、土踏まずの部分に配置されるシャンクを有し、前記支持部は、当該シャ
ンクから踵側に伸びる舌片で構成されている、請求項１に記載の履物。
【請求項１４】
　前記ソールは、中足部の幅が踵部分の幅よりも広く形成されており、前記振動吸収ユニ
ットは、前記ソールの中足部に設けられた収納空間内に配置されている、請求項２に記載
の履物。
【請求項１５】
　前記重量部は、前記土踏まずのアーチ部分に位置するように前記振動吸収ユニットが配
置されている、請求項１４に記載の履物。
【請求項１６】
　ソールと、前記ソールの上側に配置されるアッパーと、前記ソールおよび前記アッパー
の少なくとも一方に固定されるとともに着地による衝撃で発生する振動を吸収する振動吸
収ユニットとを備え、
　前記振動吸収ユニットは、鉛直方向の剛性が水平方向の剛性よりも小さく構成され可撓
性を有する板状の支持部と、前記支持部に設けられた少なくとも１つの重量部とを備え、
　前記支持部は、前記重量部の周囲の少なくとも一部を取り囲み、前記ソール又はアッパ
ーに対して固定され、
　前記アッパー又はソールは、前記アッパー又はソールに対して外側へ突出するように配
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置され、前記振動吸収ユニットを収納する保持孔を有する取り付けベースを備え、
　前記振動吸収ユニットは、前記支持部が前記保持孔の周縁に連結して固定される、履物
。
【請求項１７】
　前記取り付けベースは、前記アッパーの踵部分から後方に突出するように設けられてい
る、請求項１６に記載の履物。
【請求項１８】
　前記取り付けベースは、前記アッパーと前記ソールの内側の境界部分から突出するよう
に設けられた第１取り付けベースと、前記アッパーと前記ソールの外側の境界部分から突
出するように設けられた第２取り付けベースとを含む請求項１６に記載の履物。
【請求項１９】
　ソールと、前記ソールの上側に配置されるアッパーと、前記ソールおよび前記アッパー
の少なくとも一方に固定されるとともに着地による衝撃で発生する振動を吸収する振動吸
収ユニットとを備え、
　前記振動吸収ユニットは、鉛直方向の剛性が水平方向の剛性よりも小さく構成され可撓
性を有する板状の支持部と、前記支持部に設けられた少なくとも１つの重量部とを備え、
　前記支持部は、前記重量部の周囲の少なくとも一部を取り囲み、前記ソール又はアッパ
ーに対して固定され、
　前記支持部の鉛直方向の剛性が０．１から２０００Ｎ／ｍの範囲内であり、前記重量部
の質量が０．００１から０．０３０ｋｇの範囲内である、履物。
【請求項２０】
　ソールと、前記ソールの上側に配置されるアッパーと、前記ソールおよび前記アッパー
の少なくとも一方に固定されるとともに着地による衝撃で発生する振動を吸収する振動吸
収ユニットとを備え、
　前記振動吸収ユニットは、鉛直方向の剛性が水平方向の剛性よりも小さく構成され可撓
性を有する板状の支持部と、前記支持部に設けられた少なくとも１つの重量部とを備え、
　前記支持部は、前記重量部の周囲の少なくとも一部を取り囲み、前記ソール又はアッパ
ーに対して固定され、
　前記支持部は両端が固定されており、前記支持部の鉛直方向の剛性ｋｐと前記水平方向
の剛性ｋｈの値の比が、（ｋｈ／ｋｐ）≧８を満たす、履物。
【請求項２１】
　ソールと、前記ソールの上側に配置されるアッパーと、前記ソールおよび前記アッパー
の少なくとも一方に固定されるとともに着地による衝撃で発生する振動を吸収する振動吸
収ユニットとを備え、
　前記振動吸収ユニットは、鉛直方向の剛性が水平方向の剛性よりも小さく構成され可撓
性を有する板状の支持部と、前記支持部に設けられた少なくとも１つの重量部とを備え、
　前記支持部は、前記重量部の周囲の少なくとも一部を取り囲み、前記ソール又はアッパ
ーに対して固定され、
　前記支持部は片方の端部のみが固定されており、前記支持部の鉛直方向の剛性ｋｐと前
記水平方向の剛性ｋｈの値の比が、（ｋｈ／ｋｐ）≧４０を満たす、の履物。
【請求項２２】
前記収納空間の天面と側面との角部は丸みを帯びている請求項１に記載の履物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着地衝撃により発生する振動を抑え、人体への影響を軽減することができる
履物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ジョギング、マラソン等が盛んに行われる今日では、舗装された道路を走ることも多く
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、そのため着地の際に繰り返して受ける衝撃が人体に対して悪影響を及ぼすことが知られ
ている。
【０００３】
　着地による衝撃によって生じる振動は、人体にも特定周波数の振動が伝播し、その周波
数は主として２００Ｈｚ以下である。この周波数帯域は、人体の各部位の共振周波数（例
えば胸部５０－１００Ｈｚ）を含むため、不快に感じるとの研究報告がなされている。（
例えば、非特許文献１）。
【０００４】
　この対策として靴底の剛性を小さくするアプローチが従来からの一般的な方法である。
具体的には、靴底の形状を変形しやすい構造にしたり、ゲルやフォーム材などの柔らかい
材料を用いたりすることにより、靴底の剛性を低下させ、衝撃緩衝性能を高くしている。
【０００５】
　しかし、靴底に緩衝素材を用いる方法では、靴底の厚さがある程度制約されている以上
、その緩衝効果も一定限度にとどまらざるを得ない。また、より緩衝効果の高い素材を開
発する場合にも、繰り返して受ける衝撃に対してその素材が耐久性をも兼ね備えなければ
ならないという条件が課せられることから開発上の困難があった。さらに、緩衝素材では
１０Ｈｚ付近より小さい周波数帯域の振動に対しては小さくすることができる一方で、そ
れ以上の周波数の振動抑制には効果が小さい。
【０００６】
　一方、緩衝性を向上させるために、靴底の剛性を小さくする手段以外の技術としては、
特許文献１（特許第２９０５９２８号公報）などが知られている。特許文献１の履物は、
吸振体と、支承体を介して吸振体に支持される質量体とからなる振動吸収ユニットを靴の
ミッドソール内に配置することで、履物に生じた振動エネルギーを吸振体の振動に変換し
て吸収するものである。
【０００７】
　また、特許文献２（特許第５４５９７４１号公報）には、靴底に振動空間部を設け、振
動空間部に振動装置を配置した技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第２９０５９２８号公報
【特許文献２】特許第５４５９７４１号公報
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】日本機械学会　シンポジウム：　スポーツ・アンド・ヒューマン・ダイ
ナミクス講演論文集２０１１講演論文集　「Ｂ７　ジャンプ接地衝撃を考慮したインドア
シューズ設計」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかし、特許文献１の振動吸収ユニットでは、質量体の振動方向について考慮されてお
らず、図２の構成を参照する限り、質量体が前後方向、上下方向、斜め上下方向など複数
の方向に対して大きく振動すると考えられる。したがって、走行時あるいは歩行時に身体
に伝播される振動、主に鉛直方向の振動を効率よく抑えることが困難であった。
【００１１】
　また、特許文献２の技術は、振動空間に配置された片持ちの振動板の開放端に磁石を取
り付け、磁力を用いて振動板を振動させるものであり、その目的は歩行の興味誘発および
血行改善である。すなわち、走行時あるいは歩行時に身体に発生する振動の抑制について
は何ら考慮されておらず、当然それらの振動を抑えるための具体的な構造も開示されてい
ない。また、振動板が磁石で排斥されて外力を受けて振動する構成であるため、振動が収
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まらず、着地後に不快な振動成分が残ってしまう。
【００１２】
　従って、本発明の目的は、上記問題を解決することにあって、走行時あるいは歩行時の
着地により人体に伝播する特定波長の振動を効率よく除去することができる履物を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するため、以下の履物を提供する。
　本発明の一態様に係る履物は、ソールと、前記ソールの周縁部上側に接続されるアッパ
ーと、着地による衝撃で発生する振動を吸収する振動吸収ユニットとを備え、
　前記振動吸収ユニットは、鉛直方向の剛性が水平方向の剛性よりも小さく構成され可撓
性を有する板状の支持部と、前記支持部に設けられた重量部とを備え、前記支持部は、前
記重量部の周囲を取り囲み、前記ソール又はアッパーに対して固定されている。
【００１４】
　上記構成において、前記振動吸収ユニットは、前記ソールの踵部分内部に設けられた収
納空間内に配置することにより、着地時の衝撃が大きい踵部分において効率的に振動を吸
収することができる。
【００１５】
　上記構成において、固定位置は、支持部の全周に設けられていてもよいし、間欠的に設
けられていてもよい。
【００１６】
　また、前記収納空間を前記ソールの下面側に開口するように構成することにより、振動
吸収ユニットの動作を容易に確認することができる。ここで、振動吸収ユニットが外部の
異物などに接触して破損することを防止するために、収納空間の開口は、保護板により閉
塞することが好ましい。なお、開口を閉塞する保護板は、透明又は半透明の材料で構成す
ることが収納空間内の視認の観点から好ましい。
【００１７】
　支持部を収納空間内に配置するにあたり、その全周が側壁に支持するように構成するこ
とができる。このように配置することにより、重量部の振幅を調整することが容易となる
。
【００１８】
　また、前記振動吸収ユニットは、重量の異なる複数の前記重量部を配置することで、複
数の周波数帯域の振動が発生しやすくなり、それぞれの周波数帯域に応じた着地衝撃に起
因する振動を抑えることができる。
【００１９】
　また、前記支持部は中央部分に周囲よりも剛性の低い低剛性領域を有し、前記複数の重
量部は、前記低剛性領域を挟んで前記支持部の両側に取り付けることにより、複数の周波
数帯域の振動をより発生させやすくすることができる。なお、前記低剛性領域は、前記支
持部に設けられた薄肉部で構成することができ、具体的には、溝や折り目などを薄肉部と
することができる。
【００２０】
　前記振動吸収ユニットは、前記支持部と重量部が同一材料により一体に構成され、前記
重量部は前記支持部よりも肉厚に構成することにより支持部と重量部を一体形成すること
ができるために生産効率を上げることができる。
【００２１】
　前記ソールは、上側ソールと下側ソールが積層して構成されており、前記支持部を、前
記上側ソールと下側ソールとの間に挟持するように支持することができる。このように支
持部を配置することにより、簡単かつ確実に収納空間内に振動吸収ユニットを配置させる
ことができる。
【００２２】
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　前記ソールは、上側ソールと下側ソールが積層して構成されており、前記支持部は、前
記上側ソール又は下側ソールと一体に構成することで、支持部とソールを一体形成するこ
とができるために生産効率を上げることができる。
【００２３】
　前記ソールは、土踏まずの部分に配置されるシャンクを有し、前記支持部は、当該シャ
ンクから踵側に伸びる舌片で構成することができる。
【００２４】
　また、前記ソールの中足部を踵部分よりも幅広に構成し、前記振動吸収ユニットを、前
記ソールの中足部の位置に設けられた収納空間内に配置することで、収納空間を広く取る
ことができ、重量部の体積を大きくすることができる。これにより、重量部をより低い周
波数で振動させることができ、低周波成分の衝撃を緩衝することができる。
【００２５】
　上記構成において、前記重量部は、前記土踏まずのアーチ部分に位置するように配置す
ることができ、これにより、クッション性への寄与度が小さい中足部に振動空間を配置す
ることで、ソール全体のクッション性低下を抑制することができる。また、重量部によっ
て土踏まずのアーチ部分の落ち込みを抑制することができる。
【００２６】
　なお、前記アッパー又はソールは、前記アッパーに対して外側へ突出するように配置さ
れ、前記振動吸収ユニットを収納する保持孔を有する取り付けベースを備え、
　前記振動吸収ユニットは、前記支持部が前記保持孔の周縁に連結して、固定されるよう
に構成されていてもよい。また、取り付けベースは、前記アッパーの踵部に後方に突出し
て設けたり、前記アッパーとソールの境界部分に左右に突出するように設けることができ
る。
【００２７】
　なお、前記支持部の鉛直方向の剛性は、０．１から２０００Ｎ／ｍ、かつ、前記重量部
の質量は０．００１から０．０３０ｋｇとすることが好ましい。
【００２８】
　また、前記支持部の鉛直方向の剛性と前記水平方向の剛性の値の比は８以上とすること
が好ましい。
【００２９】
　また、本発明の一態様に係る履物は、ソールと、前記ソールの周縁部上側に接続される
アッパーと、前記ソール内に設けられた収納空間内に収納され、着地による衝撃で発生す
る振動を吸収する振動吸収ユニットとを備え、
　前記振動吸収ユニットは、着地時の衝撃によって撓む板状の支持部と前記支持部に設け
られた重量部を備え、
　前記振動吸収ユニットの自重による鉛直方向のたわみ量の３倍以上の空間が前記振動吸
収ユニットの上下に設けられている。
【００３０】
　また、本発明の一態様に係る履物は、ソールと、前記ソールの周縁部上側に接続される
アッパーと、着地による衝撃で発生する振動を吸収する振動吸収ユニットとを備え、
　前記振動吸収ユニットは、着地時の衝撃によって撓む板状の支持部と前記支持部に設け
られた重量部を備え、
　前記支持部は、鉛直方向の剛性が水平方向の剛性よりも小さく構成され、損失正接が２
５℃、５０Ｈｚの条件下で０．０１以上である材料で構成されている。
【発明の効果】
【００３１】
　上記構成を有する履物によれば、支持部の鉛直方向の剛性が水平方向の剛性よりも小さ
いことから、走行や歩行における着地時に重量部が主として鉛直方向に大きく振動するこ
ととなる。そうすると走行時あるいは歩行時における足の着地時の衝撃によるエネルギー
を効率よく吸収することができ、身体に伝播する振動を除去することができる。
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【００３２】
　また、支持部が重量部の周囲を取り囲むようにソール又はアッパーへ固定されているこ
とにより、支持部の振幅などの振動を制御しやすくし、特定周波数を有する振動の除去を
効率よく行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の履物の実施形態にかかる運動靴の外観構成を模式的に示す図である。
【図２】図１の運動靴の分解斜視図である。
【図３】図１の運動靴を靴底からみた構成を模式的に示す図である。
【図４】図３のＶＩ－ＶＩ線における断面図である。
【図５】図３のＶ－Ｖ線における断面図である。
【図６】図１の運動靴に搭載される振動吸収ユニットの取り付け構成を模式的に示す図で
ある。
【図７】ミッドソールと振動吸収ユニットの取り付け構成の変形例を示す断面図である。
【図８】ミッドソールと振動吸収ユニットの取り付け構成の他の変形例を示す断面図であ
る。
【図９】ミッドソールと支持部及び重量部を一体的に構成した他の変形例を示す断面図で
ある。
【図１０】図１の運動靴に搭載される振動吸収ユニットの変形例の構成を模式的に示す図
である。
【図１１】図１の運動靴に搭載される振動吸収ユニットの他の変形例の構成を模式的に示
す図である。
【図１２】図１の運動靴に搭載される振動吸収ユニットのさらなる他の変形例の構成を模
式的に示す図である。
【図１３】第２実施形態にかかる運動靴のソール部分の構成を模式的に示す分解斜視図で
ある。
【図１４】本発明の第３実施形態にかかる運動靴のソール部分の構成を模式的に示す図で
あり、（ａ）は部分断面斜視図、（ｂ）は側面図である。
【図１５】図１４のソール部分に荷重がかかった状態を示す側面図である。
【図１６】図１４の運動靴の変形例を示す模式図であり、靴裏部分からみた振動吸収ユニ
ットの配置位置を示す図である。
【図１７】本発明の第４実施形態にかかる運動靴の構成を模式的に示す側面図である。
【図１８】図１７の運動靴に用いられる振動吸収ユニットの取り付け構成を模式的に示す
部分拡大図である。
【図１９】本発明の第５実施形態にかかる運動靴の構成を模式的に示す側面図である。
【図２０】図１９の運動靴の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
（第１実施形態）
　図１は、本発明の履物の第１実施形態にかかる運動靴の外観構成を示す図であり、図２
は、図１の運動靴の分解斜視図である。本実施形態にかかる運動靴１は、ソール（靴底）
２とこのソール２の上側に接続されるアッパー（甲被）３とを備える。運動靴１は、互い
に対称な左右一対（右足用及び左足用）に形成されるが、図１及び図２には左足用のみを
示す。
【００３５】
　本実施形態において、ソール２は図２に示すように、ミッドソール４及びアウターソー
ル５を有する多層構造で構成されている。ソール２の材質としては、例えばゴム、樹脂等
の発泡体および非発泡体が好適に用いられる。
【００３６】
　ミッドソール４は、上側ミッドソール４ａと下側ミッドソール４ｂとが積層した状態に
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構成されている。本実施形態においては、後述する収納空間１０を形成するために全体に
わたって積層構造となっているが、踵部分のみを積層構造としてもよい。
【００３７】
　ソール２は、前側から順に前足部６、中足部７及び踵部８に機能的に分けられる。通常
、前足部６及び踵部８が地面に当接し、中足部７は地面に当接しないよう形成されるが、
前足部６、中足部７及び踵部８の全てが地面に当接するいわゆる平底であってもよい。ソ
ール２において、前足部６、中足部７及び踵部８は、形状において明確に境界が定められ
る必要はなく、平底の場合はユーザーの足の土踏まずに略対応する部分を中足部７とする
。
【００３８】
　ソール２の厚さとしては、特に限定されず、用途などに応じて適宜設計することができ
るが、一例として、前足部６及び中足部７においては例えば５ｍｍ以上２０ｍｍ以下とす
ることができ、踵部８においては例えば５ｍｍ以上４０ｍｍ以下とすることができる。つ
まり、踵部８の厚さは、前足部６及び中足部７と等しくてもよく、前足部及び中足部７よ
りも大きくてもよい。また、前足部と中足部７との厚さが異なってもよい。
【００３９】
　また、ミッドソールの踵部８には、底側開口の収納空間１０が設けられている。収納空
間１０の開口は保護板９によって閉塞されている。保護板９は、その周囲がミッドソール
４とアウターソール５の間に挟まれて固定されている。アウターソール５は、当該保護板
９が配置される部分が保護板９と干渉しないように、略Ｕ字型に構成されている。本実施
形態において、保護板９は半透明である。保護板９を半透明にすることによって、振動吸
収ユニット１４が破損していないかなどその状態を視認することができる。なお、半透明
とは収納空間１０の内部が視認できる程度の透明度のことをいい、例えば、可視光線透過
率が３０％以上のことをいう。
【００４０】
　アッパー３は、ソール２の上側の周縁部近傍に接続されて、着用者の足を被覆する上被
部１１と、上被部１１の内部底面に配置されるインナーソール１２と、踏み抜き防止のた
めのインソール１３を備える。インソール１３としては、例えば金属板、合成樹脂板、高
強度繊維製織布等を使用することができる。また、アッパー側に取り付けているが、ソー
ルの上面に積層してソールに含めるようにしてもよい。
【００４１】
　ソール２とアッパー３との接続方法としては、縫い合わせ、接着等の任意の方法を適用
することができる。
【００４２】
　上被部１１の材質としては、例えば天然皮革、合成皮革、織布等が挙げられ、釘等が容
易に貫通しないものが好ましい。
【００４３】
　図３は、本実施形態にかかる運動靴を靴底側からみた斜視図である。図４は、図３のＶ
Ｉ－ＶＩ線における断面図である。図５は、図３のＶ－Ｖ線における断面図である。図３
に示すように、本実施形態にかかる運動靴１は、踵部８に振動吸収ユニット１４を収納す
るための収納空間１０を備えている。
【００４４】
　収納空間１０は、ソール２の踵部８に設けられる靴底面に開口した孔であり、ミッドソ
ール４をくり抜いて構成されている。具体的には、下側ミッドソール４ｂの踵部８に貫通
孔を設け、上側ミッドソール４ａに有底孔を設け、両者を積層することで、所定の寸法に
構成された収納空間１０が形成される。
【００４５】
　図３に示すように収納空間１０は略楕円形の開口を有している。また図４、図５の断面
図に示すように収納空間１０の天面１０ｃと側面１０ｓとの角部１０ｒは丸みを帯びた形
状となっている。このように収納空間１０の天面１０ｃと側面１０ｓとの角部１０ｒを丸
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部１０ｒに発生し得る応力集中を緩和させて、角部１０ｒにおいてミッドソールが破損す
るのを抑制することができる。
【００４６】
　収納空間１０の内部には、振動吸収ユニット１４が収納される。振動吸収ユニット１４
は、着地時の衝撃によって撓む板状の支持部１５と、支持部１５に設けられた重量部１６
（１６ａ，１６ｂ）を備える。
【００４７】
　収納空間１０と振動吸収ユニット１４との大きさは、上下に振動吸収ユニット１４のた
わみ量の３倍以上の空間があくように構成されていることが好ましい。このように構成す
ることにより、後述するように振動吸収ユニット１４が鉛直方向に振動したとしても、重
量部１６の収納空間１０の上下壁への衝突を防ぐことができ、振動吸収ユニット１４の効
果的な振動を確保することができる。なお、ここで振動吸収ユニット１４のたわみ量は、
運動靴を上下逆においたときの重量部１６による支持部１５のたわみ量を２で除した値を
意味する。
【００４８】
　振動吸収ユニット１４は、図４，図５に示すようにミッドソール４の上側ミッドソール
４ａと下側ミッドソール４ｂとの間に支持部１５の周縁全周が挟持されるように支持され
る。図５の例では、上側ミッドソール４ａと下側ミッドソール４ｂにそれぞれ位置決め用
の凹部１７が設けられ、当該支持部１５を嵌めて接着剤１８で支持部１５の全周を固定す
ることにより、上側ミッドソール４ａと下側ミッドソール４ｂの境界に支持部１５が配置
される。ただし、位置決め凹部１７は、図７に示すように下側ミッドソール４ｂのみに設
けてもよいし、図８に示すように上側ミッドソール４ａのみに設けてもよい。
【００４９】
　図６は振動吸収ユニット１４の平面図である。支持部１５は、図６に示すように、ミッ
ドソール４に設けられている位置決め凹部１７に嵌るような外形を有している。本実施形
態では、支持部１５は着地時の衝撃によって撓む程度の可撓性を有する楕円形の薄板で構
成されている。支持部１５の材料としては、例えば、ゴム、ゲル、樹脂などを用いること
ができる。
【００５０】
　支持部１５は、その形状又は材質特性により、鉛直方向の曲げ剛性（以下、単に剛性と
いう場合がある。）が水平方向の剛性よりも小さくなるように構成されている。支持部１
５は、衝撃を受けて重量部１６に及ぶ慣性により撓み、その撓みによって振動する。また
、支持部１５は、鉛直方向に剛性が小さくなるように構成されているため、鉛直方向に大
きく振動するという特性を有する。
【００５１】
　また、支持部１５が両端固定の場合、鉛直方向の剛性ｋpと前記水平方向の剛性ｋhの値
の比（ｋh／ｋp）は８以上であることが好ましいく、支持部１５が片端固定の場合は前記
比（ｋh／ｋp）は４０以上であることが好ましい。当該関係を満たすことで、水平方向の
１次の振動モードが鉛直方向の２次の振動モードよりも大きくなり、水平方向の１次の振
動が緩衝効果を発揮する鉛直方向の１次の振動モードを妨げない。
【００５２】
　具体的には、梁の曲げによる振動を考えると、固有振動数ｆｎは、次の式（１）で表さ
れる。
【００５３】
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【数１】

【００５４】
　ここで、ｎは振動モードの次数、λは固定方法と次数により異なる定数を示す。
【００５５】
　ここで、水平方向の１次の振動モードが鉛直方向の２次の振動モードより大きくなるた
めには、上記の式（１）より、式（２）が導かれる
【００５６】

【数２】

【００５７】
　式（２）において、ｋhは水平方向の剛性、ｋpは鉛直方向の剛性を示す。ここで支持部
１５が両端固定の場合は、λ1（１次）は４．７３０、λ2（２次）は７．８５３である（
機械工学便覧（日本機械工学会編）参照）。したがって、支持部１５が両端固定の場合に
水平方向の１次の振動モードが鉛直方向の２次の振動モードより大きくなるには、式（２
）から（ｋh／ｋp）＞７．６となり、鉛直方向の剛性と前記水平方向の剛性の値の比が８
以上であることが好ましい。
　また支持部１５が片端固定の場合は、λ1は１．８７５、λ2は４．６９４であるから式
（２）から、（ｋh／ｋp）＞３９．３となる。よって、支持部１５が片端固定の場合は鉛
直方向の剛性と前記水平方向の剛性の値の比が４０以上であることが好ましい。
【００５８】
　なお、本実施形態において、支持部１５の「両端」とは、振動吸収ユニット１４の長軸
（平面形状において長さが最も長い部分）に位置する支持部の両方の端部のことをいい、
支持部１５の「片端」とは、振動吸収ユニット１４の長軸に位置する支持部の片方の端部
のことをいう。
【００５９】
　また、支持部１５の中間位置には、低剛性領域の一例としての薄肉部１９が設けられて
いる。薄肉部１９は、図４，図６に示すように、支持部１５の中間位置に設けられた溝で
あり、当該部分が曲がりやすく構成されている。なお、低剛性領域は、薄肉部に変えて折
り目をつけて構成することもできる。
【００６０】
　支持部１５の薄肉部１９を挟んで両側の領域１５ａ，１５ｂには、それぞれ重量部１６
（１６ａ，１６ｂ）が設けられている。重量部１６（１６ａ，１６ｂ）は略円筒形形状の
錘であり、互いに重量が異なっている。
【００６１】
　薄肉部１９を挟んで異なる質量の重量部１６ａ，１６ｂが設けられていることにより、
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振動吸収ユニット１４が異なる複数の振動態様が発生しやすくなり、それぞれの態様に応
じた衝撃に起因する振動を抑えることができる。
【００６２】
　また、本実施形態では、支持部１５の鉛直方向の剛性ｋ p[Ｎ／ｍ]および重量部１６の
質量ｍ[ｋｇ]が以下の範囲に設定されている。
０．１≦ｋp≦２０００
０．００１≦ｍ≦０．０３０
支持部１５の鉛直方向の剛性ｋhと重量部１６の質量ｍをこの範囲に設定することにより
、一般的な大きさの運動靴のソール踵部分に設けることができる収納空間に収まる振動吸
収ユニット１４とすることができる。
【００６３】
　ここで、鉛直方向の剛性ｋhとは振動吸収ユニットの重心をバネばかりで押して測定し
たときの値である。また、重量部１６の質量ｍは振動吸収ユニットのうち支持部１５の固
定部分を除いた部分の質量である。なお、支持部１５の固定部分とは、支持部１５がソー
ル２に接触している部分のことをいう。
【００６４】
　本実施形態では、重量部１６ａ，１６ｂは、支持部１５と別部材で構成され、支持部１
５の所定位置に脱着自在に取り付けられる。図５の例では、重量部１６ａ，１６ｂは主に
ビス２０と受け部２１の２つの部材からなる。より具体的には、支持部１５の上面側に位
置する雄ねじとしてのビス２０と支持部１５の下面側に位置する雌ねじとしての受け部２
１とが間に支持部を挟んだ状態で互いにねじ止め固定されている。重量部１６をこの分離
可能な２以上の部材で形成すれば、ビス２０または受け部２１のどちらかを違う重さのも
のに交換することができ、例えば、抑えたい振動数により適した重さの重量部１６に交換
するといったことが可能となり、ひいては振動吸収ユニット１４の設計自由度が向上する
。重量部１６を分離可能な２以上の部材で形成する他の例として、例えば、凸状の突起部
とそれがはめ込まれる凹部を有する受け部とからなるはめ込み構造の重量部１６などがあ
げられる。
【００６５】
　また重量部１６の支持部１５への固定方法としては、上記のように２つの部材同士で支
持部１５を挟む方法以外にも、接着剤や熱融着といった方法を採用することもできる。ま
た、支持部１５と重量部とを同一材料により一体的に構成することもでき、例えば、支持
部の一部分を肉厚に構成することで、当該部分を重量部として機能させてもよい。
【００６６】
　なお、図９に示すように、支持部１５及び重量部１６は、ミッドソール４と一体に構成
することもできる。図９の例では、支持部１５は、下側ミッドソール４ｂと一体に構成さ
れており、下側ミッドソール４ｂが下側に開口する凹孔１０ｂの天面が支持部１５として
機能する。また、当該支持部１５の一部分の厚み寸法を大きく構成し、当該部分を重量部
として機能させることができる。このように構成することにより、支持部及び重量部をソ
ールと一体的に形成できるため、生産効率を高くすることができる。
【００６７】
　本実施形態においては、支持部の材料の損失正接に着目し、不快の要因となる振動が身
体に伝達するのを有効に抑え、足の着地時から次の着地時までの間に重量部の振動が徐々
に小さくなるような材料を採用するために、支持部１５は樹脂により作成されている。具
体的な損失正接ｔａｎδの値は、０．０１以上とすることが好ましい。
【００６８】
　換言すれば、損失正接ｔａｎδの値は、０．０１以上とすることで、着地時に生じたエ
ネルギーの多くが次の着地時までに重量部１６の振動によって消費されることとなる。そ
して次の着地時には重量部１６が再び大きく振動することが可能となり、衝撃によるエネ
ルギーの多くを吸収することができる。
【００６９】
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　緩衝性を効率よく発揮するためには、着地時の衝撃とともに振動吸収ユニット１４の支
持部１５が振動して、次の着地時には重量部１６の振動が十分に減衰していることが求め
られる。支持部１５自身の振動を減衰させることで、次の着地時にも振動が発散すること
なく、着地時の衝撃を繰り返し緩衝できる。
【００７０】
　重量部１６の振動振幅が６３％（１／ｅ）減衰されるときの時定数τ[秒]はτ＝　２／
（ωｎ　ｔａｎδ）で表される。ここで、ωｎ［ｒａｄ／ｓ］は支持部１５の鉛直方向１
次の固有振動数、ｔａｎδは２５℃、５０Ｈｚの条件下での損失正接ｔａｎδである。
【００７１】
　着地時から再び着地するまでの時間が０．６秒（一般ランナーの平均値）程度であるこ
とを考慮すると、τ＜０．６となり、この関係を満たすとき、理論上、振動が発散するこ
となく、着地時の衝撃を繰り返し緩衝できることとなる。
【００７２】
　非特許文献１によれば、人体が不快に感じる胸部の共振周波数は５０－１００Ｈｚであ
るから、これらの周波数を緩衝する条件においては、ｔａｎδが０．０１を上回るとき、
上記関係を満たすこととなる。従って、ｔａｎδがこの値より小さい材料は好適とはいえ
ない。本実施形態では支持部１６として、例えば、ｔａｎδが０．０１より大きい樹脂材
料を採用している。
【００７３】
　 なお、本実施形態における損失正接ｔａｎδは、動的粘弾性装置（株式会社ユービー
エム製　Ｒｈｅｏｇｅｌ－Ｅ４０００）を用いて、ひずみ０％の状態から±０．０２５％
のひずみを引張または圧力方向に加えて測定したときの値である。
【００７４】
　なお、振動吸収ユニット１４は、例えば図１０に示すように、支持部１５を帯状に構成
し、重量部１６を挟むように支持部１５両端を固定位置としてもよい。
【００７５】
　また、振動吸収ユニット１４は、支持部１５を１枚の薄板状で構成する必要はなく、例
えば図１１に示すような構成とすることができる。図１１に示す変形例では、支持部１５
は、ソールの収納空間１０の開口周縁に配置される外周縁２２と、重量部１６を取り付け
る重量取付部２４と、重量取付部２４に向かって放射状に伸びる複数の支持腕２３とを備
える。重量取付部２４には、重量部１６が取り付けられる。
【００７６】
　この構成により重量部１６がその周囲を間欠的に支持されているため、支持部の鉛直方
向の剛性が低くなり、鉛直方向への振動が発生しやすくなる。
【００７７】
　なお、図１１に示す振動吸収ユニット１４は、中央に１つの重量部１６を支持する構成
であるので、この構成の振動吸収ユニット１４を用いる場合は、ソール４に複数の収納空
間１０を設け、それぞれに重量部の重量が異なる振動吸収ユニット１４を配置するように
してもよい。
【００７８】
　また、図１２の変形例では、中央に設けられた重量取付部２４に一体的に設けられた小
重量部２５を有する。小重量部２５は、支持部１５の鉛直方向への振動により撚れるよう
に変形し、これにより、支持部１５全体の周波数が変動して、幅広い周波数帯での振動が
可能となる。
【００７９】
　本第１実施形態にかかる運動靴によれば、支持部１５の鉛直方向の剛性が水平方向の剛
性よりも小さいことから、重量部１６が主として鉛直方向に大きく振動することとなる。
この振動により走行時あるいは歩行時における足の着地時の衝撃によるエネルギーが効率
よく重量部の振動エネルギーに変換され取り除かれる。このため、着地により衝撃を効率
よく除去することができ、使用者に伝播する振動を抑えることができる。
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【００８０】
(第２実施形態)
　図１３は、本発明の第２実施形態にかかる運動靴のソール部分の構成を模式的に示す分
解斜視図である。本実施形態では、ソール２は、土踏まずの部分に配置されるシャンク２
６を備えている。シャンクは、土踏まずのアーチ状の形状を維持するためにソールに用い
られる部材であり、土踏まずの部分を下側からサポートし、また、体重でアーチがつぶれ
ない程度の硬さを有している。シャンクを構成する材料は、例えば、金属や合成樹脂など
を用いることができる。
【００８１】
　シャンク２６の後側には、踵部８のみに設けられた下側ミッドソール４ｂが位置してい
る。下側ミッドソール４ｂは、上側ミッドソール４ａと積層するように接続され、ミッド
ソール４を構成する。
【００８２】
　ミッドソール４の踵部８には、振動吸収ユニット１４を収納するための収納空間１０が
設けられる。収納空間１０は、ソール２の踵部８に設けられる靴底面に開口した孔であり
、ミッドソール４をくり抜いたような形状に構成されている。具体的には、下側ミッドソ
ール４ｂの踵部８に貫通孔を設け、上側ミッドソール４ａに有底孔を設け、両者を積層す
ることで、所定の寸法に構成された収納空間１０が形成される。
【００８３】
　図１３に示すように、シャンク２６の後方には、踵側に伸びる舌片２７が設けられてい
る。当該舌片２７は、振動吸収ユニット１４の支持部１５として機能するものであり、中
間部分より後方側が収納空間１０内に位置すると共に、端部分が収納空間１０後方側より
も突出するようになっている。このような構造により、支持部１５は片方の端部のみがシ
ャンク２６に固定されていることになる。
【００８４】
　また、舌片２７の中間部分には、低剛性領域の一例としての薄肉部１９が設けられる。
薄肉部１９を挟んで両側には、それぞれ重量部１６（１６ａ，１６ｂ）が設けられている
。重量部１６（１６ａ，１６ｂ）は略円筒形形状の錘であり、互いに重量が異なっている
。
【００８５】
　本実施形態では、重量部１６ａ，１６ｂは、支持部１５と別部材で構成され、支持部１
５の下面側に接着固定されている。
【００８６】
　この構成により、舌片２７の収納空間１０内に位置する部分が振動吸収ユニット１４の
支持部１５として機能し、着地による衝撃を受けた際に、所定の周波数で振動する。特に
支持部１５の片方の端部のみが固定された振動吸収ユニットとなることから、例えば、同
一材料からなる両端固定の支持部１５の場合と比べ、鉛直方向の剛性が低く、より振動し
やすくなる。また、薄肉部１９を挟んで異なる質量の重量部１６ａ，１６ｂが設けられて
いることにより、振動吸収ユニット１４が異なる複数の振動態様が発生しやすくなり、そ
れぞれの態様に応じた衝撃に起因する振動を抑えることができる。
【００８７】
(第３実施形態)
　図１４は、本発明の第３実施形態にかかる運動靴（左足用）のソール部分の構成を模式
的に示す図であり、（ａ）は部分断面斜視図、（ｂ）は側面図である。図１５は、図１４
のソール部分に荷重がかかった状態を示す側面図である。本実施形態では、ソール２は、
振動吸収ユニット１４を収納するための収納空間１０が中足部７に設けられている。また
、振動吸収ユニット１４は、異なる周波数で振動する３つの支持部１５が独立した構成を
有しており、また、支持部１５は、ソール２の幅方向に沿った端部側で支持されている。
【００８８】
　ソール２に設けられた収納空間１０は、上記のように、土踏まず部分を含む中足部７に
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設けられる。収納空間１０の高さ寸法は、後述するように中足部７を下支えする重量部１
６の高さ方向寸法に応じて決定すればよい。
【００８９】
　振動吸収ユニット１４は、上記のように独立した３つの支持部１５が幅方向に位置する
端部で支持され、前後方向に略平行に並ぶように構成されている。また、重量部１６は、
土踏まず部分に位置するように端部側に偏って配置される。それぞれの重量部１６は互い
に質量が異なっており、支持部１５の振動する周波数が異なるようになっている。
【００９０】
　本実施形態にかかる運動靴は、着地時の踵接地の衝撃により、支持部１５がそれぞれ異
なる態様で振動し、人体に伝播する振動を除去することができる。また、振動吸収ユニッ
ト１４を収納するための収納空間１０が土踏まずを含む中足部７に設けられているため、
着地時において上からの荷重が中足部７に加わることで収納空間１０が変形する。このと
き、図１５に示すように、土踏まず部分に位置する重量部１６が、土踏まず部分の中足部
７の変形を下支えし、土踏まず部分のアーチが過度に変形することを防止することができ
る。
【００９１】
　なお、本実施形態にかかる運動靴は、図１６に示す変形例のように、中足部７の幅を踵
部８よりも大きく構成し、中足部７内に収納する振動吸収ユニット１４を大きく構成する
こともできる。また、踵部８には、着地衝撃を吸収するための緩衝部材５ｃが設けられて
いる。
【００９２】
　図１６に示す変形例では、振動吸収ユニット１４は、支持部１５を斜めに配置すること
で長く構成されている。また、支持部１５の両端は、中足部７の形状に沿うように円弧状
に構成して、中足部７のソール内に配置する。
【００９３】
　（第４実施形態）
　図１７は、本発明の第４実施形態にかかる運動靴の構成を模式的に示す側面図である。
本実施形態にかかる運動靴１は、振動吸収ユニット１４がソール２の内部ではなく、アッ
パー側に取り付けられている点において上述の実施形態とは異なる。具体的には、振動吸
収ユニット１４は、アッパー３の踵部分に固定された取り付けベース２８を介して後方に
突出した位置に取り付けられている。
                                                                                
【００９４】
　図１８は、第４実施形態にかかる運動靴に用いられる振動吸収ユニットの取り付け構成
を模式的に示す部分拡大図である。振動吸収ユニット１４は、アッパー３の一部としてア
ッパー３の踵部分に固定されている取り付けベース２８に固定されている。取り付けベー
ス２８は板状の部材であり、一つの辺が、アッパー３の踵部分の形状に沿うように円弧状
に構成された取り付け辺２９となっている。また、厚み方向に貫通した保持孔３０を備え
ており、当該保持孔３０に、振動吸収ユニット１４を収容する。
【００９５】
　保持孔３０は、重量部１６よりも大きく開口した円形の貫通孔であり、周縁に支持部１
５の重量部１６と接しない外側端部１５ａを有する。支持部１５は、本実施形態では、４
つの支持腕で構成されており、内側端部に球形の重量部１６が固定される。これにより、
保持孔３０の内側に重量部が、鉛直方向に振動可能に配置される。なお、支持腕は４つに
限らず重量部１６を振動させることができれば何本でもよい。また、保持孔３０と略同一
形状の支持部１５を保持孔３０を埋めるように配置して、支持部１５の外縁全体が取り付
けベース２８に接続されるようにしてもよい。走行時あるいは歩行時における足の着地時
の衝撃によるエネルギーは、重量部の振動エネルギーに変換され、身体に伝播する振動を
除去することができる。また、振動吸収ユニット１４がアッパーの外部に設けられている
ため、ソール２の内部に配置する場合に比べ、取り付けスペースの制約がなくなり、重量
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部１６を大きくしやすく、ソール２の機能を阻害することがない。なお、重量部１６の質
量ｍは振動吸収ユニットのうち支持部１５の固定部分を除いた部分の質量であり、支持部
１５の固定部分とは、支持部１５が取り付けベース２８に接触している部分のことをいう
。
【００９６】
（第５実施形態）
　図１９は、本発明の第５実施形態にかかる運動靴の構成を模式的に示す側面図である。
図２０は、第５実施形態にかかる運動靴の構成を模式的に示す平面図である。本実施形態
にかかる運動靴１は、振動吸収ユニット１４がソール２の内部ではなく、アッパー３の外
側へ突出して設けられている点において第４実施形態にかかる運動靴と共通するが、振動
吸収ユニット１４を取り付ける取り付けベース２８の取り付け位置が異なる。取り付けベ
ース２８は、アッパー３とソール２の境界部分に、両側方に突出するように設けられてお
り、第４実施形態とほぼ共通する構成振動吸収ユニット１４を保持孔３０内に収納する。
【００９７】
　本実施形態によれば、振動吸収ユニット１４がアッパーの外部に設けられているため、
取り付けスペースの制約がなくなり、重量部１６を大きくしやすく、ソール２の機能を阻
害することがない。また、振動吸収ユニットの重心と踵接地時の荷重中心と足長方向にお
けるずれが小さいため、鉛直方向に振動しやすく大きな振動吸収効果が期待できる。
【００９８】
　なお、本発明は上記各実施形態に限定されるものではなく、その他種々の態様で実施で
きる。例えば、重量部１６の形状は、円柱形や球形に限定されるものではなく、角柱や円
盤形状等に構成されていてもよい。
【００９９】
　なお、上記様々な実施形態のうちの任意の実施形態を適宜組み合わせることにより、そ
れぞれの有する効果を奏するようにすることができる。
　本発明は、添付図面を参照しながら好ましい実施形態に関連して充分に記載されている
が、この技術の熟練した人々にとっては種々の変形や修正は明白である。そのような変形
や修正は、添付した請求の範囲による本発明の範囲から外れない限りにおいて、その中に
含まれると理解されるべきである。
【符号の説明】
【０１００】
　１　　　　運動靴
　２　　　　ソール
　３　　　　アッパー
　４　　　　ミッドソール
　４ａ　　　上側ミッドソール
　４ｂ　　　下側ミッドソール
　５　　　　アウターソール
　５ｃ　　　緩衝部材
　６　　　　前足部
　７　　　　中足部
　８　　　　踵部
　９　　　　保護板
１０　　　　収納空間
１０ｂ　　　凹孔
１０ｃ　　　天面
１０ｒ　　　角部
１１　　　　上被部
１２　　　　インナーソール
１３　　　　インソール
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１４　　　　振動吸収ユニット
１５　　　　支持部
１５ａ　　　支持部外側端部１６，１６ａ，１６ｂ　　　　重量部
１７　　　　位置決め凹部
１８　　　　接着剤
１９　　　　薄肉部
２０　　　　ビス
２１　　　　受け部
２２　　　　外周縁
２３　　　　支持腕
２４　　　　重量取付部
２５　　　　小重量部
２６　　　　シャンク
２７　　　　舌片
２８　　　　取り付けベース
２９　　　　取り付け辺
３０　　　　保持孔
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